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   開     議 

 

 

○蒲生光男議長 おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の会議に欠席の通告議員は、14番、大沼 

久議員の１名であります。よって、ただいまの

出席議員は定足数に達しております。 

 本日の会議は、配付しております議事日程第

３号をもって進めます。 

 

 

 日程第１ 市政一般に関する質問 

 

 

○蒲生光男議長 日程第１、市政一般に関する質

問を10日に引き続き行います。 

 それでは、順次ご指名いたします。 

 

 

 髙橋孝夫議員の質問 

 

 

○蒲生光男議長 順位６番、議席番号13番、髙橋

孝夫議員。 

  （13番髙橋孝夫議員登壇） 

○１３番 髙橋孝夫議員 おはようございます。 

 私は、市民生活の向上と誤りのない行財政運

営を願いながら一般質問を行います。 

 通告しております２点について質問申し上げ

ますので、率直で明快な答弁をいただきますよ

うにお願いをしておきたいと思います。 

 質問の第１は、はなぞの・清水保育園の合築

計画についてです。 

 本定例会に一般会計補正予算（第３号）が提

案されており、その中で、はなぞの保育園清水

保育園統合改築保育所整備費補助金１億5,876

万2,000円が計上されています。長井市社会福

祉協議会が平成23年度に、はなぞの保育園、清

水保育園を統合し、清水町浄配水場跡地に定員

120名の保育園を整備するものとされています。 

 補助対象事業は、本体工事、特殊附帯工事、

設計加算料、そしてはなぞの保育園解体撤去費

で総額２億1,168万3,000円、そのうち山形県こ

ども安心基金特別対策事業１億702万9,000円の

補助金と4,230万円の地方債、そして1,180万

9,000円の一般財源をもって補助をするという

ものであります。 

 長井市がかかわる保育園建設は久しぶりの事

業ということになりますし、今後数十年にわた

って活用していくものであるということを考え

れば、子供たちが安心して遊び、生活できるも

のにすること、親も安心して預けることができ

る施設とすること、そして保育士の皆さんが働

き勝手のよいものにしていくことが求められる

と思います。 

 その意味でも、後年度に悔いが残るものであ

ってはならないと私は考えます。そこで、以下、

項目に沿ってお伺いをいたします。 

 第１点目は、どういう保育園をつくろうと考

えているのかについて、市長に伺います。 

 申し上げましたように、長井市にとっては大

事な保育園建設ということになりますし、これ

まで経験したことのない０歳児から５歳児まで

の一貫保育を展開する施設ということになりま

す。 

 さきの厚生委員会協議会で示された資料によ

りますと、敷地面積は2,700平方メートル、建

築面積は、１階1,172.59平方メートル、２階

228.56平方メートル、合計延べ床面積は

1,401.15平方メートルであり、必要とされる屋

外遊戯場の面積基準値396平方メートルもクリ

アするものということであります。 

 私は、示されている計画が国で定める基準を
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クリアしていることは理解できても、示された

場所での保育園で本当に伸び伸びと子供たちが

遊び、生活する姿を思い浮かべることはなかな

かできませんし、何よりも子供たちの笑顔あふ

れる姿を描くことができません。 

 今さら何をと言われるかもしれませんが、長

井市にとって初めての保育園づくり、このこと

を市長はどういうふうに構想してこられたのか、

お聞かせをいただきたいと思います。 

 第２点目は、土地選定の問題について、市長

に伺います。 

 私は、昨年12月定例会、そして本年３月定例

会でもこの土地選定については質問をさせてい

ただいておりますが、どうしても清水町浄配水

場跡地とする土地選定については理解が進みま

せん。 

 現地を見て感じるのは、狭い、そして使い勝

手がよいとは言えないということです。 

 計画では2,700平方メートルという面積です

が、土地には水道施設も残るわけで、実質的に

は2,700平方メートルはないと考えなければな

りません。加えて、未登記の土地もあることを

考えれば、さらに狭くなると考えます。 

 私は、現時点で長井市の保育園と児童センタ

ーの敷地面積についてちょっと調べてみました。

現状の清水保育園は1,073.25平方メートル、は

なぞの保育園は2,061.16平方メートル、白ゆり

保育園は1,173.93平方メートル、白山保育園は

3,473.28平方メートルというものでありました。 

 児童センターについては、致芳児童センター

は１万2,185.9平方メートル、西根児童センタ

ーは１万966平方メートル、平野児童センター

は3,010平方メートル、伊佐沢児童センターは

5,759平方メートル、豊田児童センターは

8,104.01平方メートルという面積となっていま

す。 

 今回建設をする保育園は、定員120名の保育

園となりますが、一番定員規模の多い保育園が

敷地面積では一番狭い保育園ということになる

わけです。 

 また、長井市内にある保育園や児童センター

の建物はすべて平家建てであります。市内にあ

る２つの幼稚園は２階建てとなっておりますが、

まれなケースと私はとらえています。 

 建設計画では２階建ての保育園となっていま

すが、これは敷地面積の関係から２階建てとせ

ざるを得ないのではないかと考えられます。同

時に、プールも設置できない、職員駐車場もな

いなどという状況は、すべて敷地面積が狭いこ

とによるものと私は考えます。 

 保育園の敷地内に水道施設が中途半端に残っ

てしまうこと、敷地の下を上水道の導水管が走

っており、場合によってはその導水管を移動し

なければならないかもしれないこと、敷地内に

は未登記の個人所有のままの土地が残っており、

その解決がいつになるかわからないこと、そし

て解決がおくれれば当該の土地に建物がかから

ないよう建設しなければならないことなどを考

えても、計画されている土地が最適とはとても

考えられないというのが率直なとらえ方ではな

いかと私は思います。 

 特に水道施設があること、導水管等の水道の

埋設物があることなどを考えれば、３月定例会

でも申し上げましたが、この清水町浄配水場跡

地は都市公園として緑地として活用を図ること、

そして東側の水路沿いには通り抜け可能な通路

整備を図っていくことこそが地域の要望に沿う

ものと私は考えます。 

 この土地に固執すべきではないと私は考えま

すが、改めて市長の考え方をお聞かせいただき

たいと思います。 

 第３点目は、これまで指摘されてきた課題は

どう解決されているかについて、子育て支援課

長に伺います。 

 清水町浄配水場跡地に保育園を建設するとい

う計画が示されて以降、本会議でも所管の常任
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委員会でもいろいろな課題や問題そして要望な

どが出されたと記憶をしています。今後の保育

園運営のためには、提起されたいずれの課題も

方向性を明らかにしておかなければならない課

題と思いますので、それぞれ解決策を明確にし

ていただきたいと思います。 

 １つは、朝夕の園児の送迎に係る交通渋滞へ

の対応をどうするかについてです。120名定員

の保育園の園児の送迎は、ほとんどが車での送

迎ということになります。必然的に交通渋滞や

危険が伴うことが考えられるわけですが、どう

対応するお考えなのでしょうか。 

 ２つは、職員の駐車場の確保をどうするかに

ついてです。定員120名の保育園、しかも０歳

児からの保育園ということになれば、職員数も

多くなると考えなければなりません。その職員

の駐車場の確保はどうされようとしておられる

のでしょうか。現時点で決まったものがあれば、

お示しをいただきたいと思います。 

 ３つは、保育園の運動会や各種事業開催時の

父母の車の駐車場確保等はどうなっているのか

についてお聞かせをいただきたいと思います。

今でも清水保育園の事業等では駐車場確保は大

変です。旧丸三跡地を駐車場にしていますが、

それでもすぐに満車になり、ケミコン山形が借

りている駐車場を無断で使っているという状況

です。 

 父母の数もふえるわけで、しっかりとした対

応策が求められると考えますが、どうなってい

るのでしょうか。お聞かせをいただきたいと思

います。 

 ４つは、プールはどう確保するかについてで

す。清水保育園にはプールがありません。数年

前までは宮プールにある幼児用プールで遊ぶこ

とができましたが、閉鎖そして解体撤去以降は

小出プールなどへ遠征しなければならないとい

う状況が続いています。 

 保育園が新しくなれば、当然にしてプールは

設置されるものと思いますが、計画図にはあり

ません。どのように考えておられるか、お聞か

せをいただきたいと思います。 

 ５つ目は、なぜ２階建てなのかということと、

園児の安全策をどうしようと考えているかにつ

いて明らかにしていただきたいと思います。 

 第４点目は、よりよい保育園をつくるために、

考え直していくことも必要なのではないかにつ

いて、市長に伺います。 

 私はこれまでも、そして今回も、計画されて

いる清水町浄配水場跡地ではない土地の選定こ

そ必要と申し上げてまいりました。数少ない市

の土地、市有地にこだわって、将来に禍根を残

すようなことがあってはならないと私は思いま

す。土地の選定をもう一度やり直していくこと

が本当に問われていて求められていると私は思

います。 

 ふさわしい土地を一緒に探していくことから

再出発しませんか。このことが長井市の将来を

担う子供たちの保育、大切な子供たちが遊び、

学び、そして育ちの場所としての保育園建設の

大事なポイントと私は考えます。 

 市長の見解を再度お聞かせいただきたいと思

います。 

 質問の第２は、パークゴルフ場の運営につい

てです。 

 定例会に議案第54号 指定管理者の指定につ

いてとする議案が提案されています。具体的に

は山形県が置賜野川右岸に整備してきたパーク

ゴルフ場を長井市が管理運営することとなり、

長井市はその管理運営をのがわクラブという団

体を指定管理者として指定をするというもので

あります。その際、指定管理者となる団体、の

がわクラブに対して長井市が400万円の貸し付

けを行うこと、のがわクラブは以後３年間で借

り入れた400万円の返済を行うというものであ

ります。 

 私は、長井市にもパークゴルフ場が開設され
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ることを喜んでいる一人ですし、パークゴルフ

ファンにとっては待ち望んでいた施設というこ

とになると思います。期待の大きい施設である

ことを考えれば、今後持続可能なものとしてい

くことが何よりも求められていると私は思いま

す。 

 しかし、私はこの間の指定管理者の指定と一

般会計補正予算（第３号）で提案されている当

該団体に対する貸付金400万円の考え方、あわ

せて当該団体から提出されている借入金返済計

画には疑問が多いと感じます。よって、以下、

教育長にお伺いいたします。 

 第１点は、これまでの動きについてです。県

でパークゴルフ場を整備し、県から長井市がそ

の管理運営をゆだねられることになりますが、

その時点での市の考え方はどう整理をされたの

か、建設課の河川管理係と教育委員会の間では

どういったやりとりと整理があったのか、さら

に県との間で河川敷地内の構築物等のあり方に

ついてどういう確認がなされてきたのか、まず

お聞かせをいただきたいと思います。 

 私は、このたびの指定管理者の指定と補正予

算で提起をされている貸付金には３つの課題と

心配があると感じています。 

 その１つが、通告している第２点目の行政側

で整備する必要があると思われるがどうかとい

う内容です。 

 申し上げておりますように、山形県でゴルフ

場を整備し、さらにアクセス道路や駐車場等を

整備をしてきました。それを今度は長井市が管

理運営するということになりますが、長井市は、

この施設には何一つ整備を展開しないままに、

これまで関係があったとされる団体に管理運営

を指定管理者制度を使ってゆだねるということ

になります。これはおかしいのではないかと私

は感じます。 

 指定管理者制度を使って施設の管理運営をし

ていくという前段では、当該施設の整備などは

市が責任を持って展開をしていくことが不可欠

と私は考えてきました。しかし、この間の経過

を見ても、市が具体的に整備を図ってきたとい

う事実は見ることができません。 

 文教委員会協議会に示された資料の中の、施

設整備会計収支予算書で示されている工事費や

機械購入費、そしてコース用備品の整備等は本

来は市が事前に準備し、整備する必要がある内

容のものと考えますが、なぜ今回のこのような

形になったのでしょうか。このままでは指定管

理者制度活用はできないのではないかと私は考

えますが、いかがでしょうか。 

 これまでどのように整理をされてきたのか、

そして教育委員会ではどう判断をしてきたのか、

お聞かせをいただきたいと思います。 

 第３点目は、指定管理者となる側も整理が必

要ではないかについて伺います。先日、のがわ

クラブの規約と役員名簿をいただきました。当

該クラブの会員はどれくらいおられるのかなど

のことは全くわかりません。そこで、まず現時

点で当該組織の概要をお聞かせをいただきたい

と思います。 

 同時に、パークゴルフ場を指定管理者制度を

使って運営をしているところがあるわけですが、

そういったところで実際に研修を積み、管理運

営のノウハウや芝生などの育成管理技術につい

て経験が積まれている方がどれくらいおられる

のかなどについて、具体的にお聞かせをいただ

きたいと思います。 

 次に、教育委員会と当該団体間での整理など

について伺います。私の理解では、指定管理者

となる団体は管理する施設の基本的な整備や実

際の運営に不可欠な用具や備品等の購入などを

事前に行うことはないと考えてきました。しか

し今回は、これらはすべて指定管理者となる団

体の責任で行うということになっています。な

ぜ、こういうことになったのでしょうか。不思

議で仕方がありません。教育委員会と指定管理
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者となる団体との間でどういうやりとりがあっ

たのか、整理してお聞かせをいただきたいと思

います。 

 同時に不思議なことは、管理運営する施設の

基本的な整備や運営に必要な用具や備品等の購

入に充てるために市から400万円を借り入れす

るという点です。 

 基本的なことから伺いますが、行政が公金を

貸し出すには、それだけの理由と同時に、相手

等に関する基準などがあると考えられますが、

このたびの貸し付けは何に基づいて行おうとし

ておられるのか明らかにしていただきたいと思

います。 

 また、貸し付けの相手については、具体的に

団体とするのか、団体内の個人となるのか。こ

のたびの団体は法人格があるわけでもなく、登

記もされていない任意の団体となるわけで、ど

のように整理をして執行されようと考えておら

れるのか、お聞かせをいただきたいと思います。 

 さらに、計画では３年間で返済するとされて

いますが、万が一返済できないような事態とな

った場合はどうなされようと考えておられるの

か、念のため、お聞かせをいただきたいと思い

ます。 

 第４点目の質問に入ります。私は、前段で申

し上げました指定管理団体となるのがわクラブ

の収支予算書の説明書の内容に疑問を感じてい

ます。 

 説明書では、利用料収入で平成23年度は、１

日の利用者25名掛ける30日掛ける５カ月イコー

ル187万5,000円と見込み、24年度では、１日の

利用者数40名掛ける30日掛ける７カ月で336万

円と見込んでいます。25年度では、１日の利用

者数を50名として420万円を見込んでいます。

私は、この見込みは相当無理があると感じます。 

 先月27日に、置賜広域行政事務組合議会の全

員協議会がありました。置賜広域行政事務組合

では、平成21年８月から、広域交流拠点施設

「湯るっと」でパークゴルフ場も開設をしてる

ことはご案内のとおりです。そして、この「湯

るっと」の管理運営は指定管理者制度を導入し

ていることもご案内のとおりです。 

 全員協議会の資料に、平成21年度と22年度の

パークゴルフ場の利用者数が示されていました

のでご紹介をしたいと思います。それによりま

すと、平成21年度は、８月165名、９月564名、

10月634名、11月302名、12月94名、合計1,769

名ということです。22年度は、４月311名、５

月409名、６月173名、７月151名、８月116名、

９月179名、10月440名、11月344名、12月147名、

合計2,270名ということです。そして、22年度

のパークゴルフ場収入は88万5,700円というこ

とでありました。 

 ほぼ置賜の中心部に位置し、置賜３市５町に

ＰＲをしているパークゴルフ場であっても、申

し上げたような利用者数と収入ということにな

ります。 

 のがわクラブが見込んだ平成23年度１カ月の

利用者数は750名を超えますが、湯るっとでは

それを超えた実績はないし、まして計画では、

年度が経過をすれば利用者がふえると見込んで

いますが、湯るっとの場合は逆に減少している

わけです。私は、こういった実態から学ばなけ

ればならないと思います。 

 教育長に伺いますが、収支予算の説明書の内

容について、教育委員会ではどのような裏づけ

をとられたのか、どう検証されたのか、調査は

どう展開をされ、当該団体が見込んだ各種数値

が妥当と判断をされたのか、お聞かせをいただ

きたいと思います。 

 私は、このたびの計画は無理が多いし、まだ

まだ整備し、準備し、整理しなければならない

課題が多いと率直に感じています。 

 先日、現地を見てまいりましたが、芝の状態

など、まだまだ完全とは言えない状態ではない

かと感じてまいりました。このような状態と申
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し上げました内容を考えれば、今回の提案は一

たん撤回をされて、来年の４月から当該団体に

指定管理者になっていただけるように、まず市

が必要な整備や用具、備品の購入をきちんと行

い、当該団体には、それまでの間、指定管理者

団体としての各種準備をしていただくことが現

時点の判断ではないかと私は考えますが、いか

がでしょうか。 

 もちろん貸付金などは行わず、むしろ今後は

指定管理料を上積みをして団体に負担をかけな

い方法を研究していくことも大事と考えますが、

いかがでしょうか。あわせて見解と判断をお聞

かせをいただきたいと思います。 

 以上で壇上からの質問を終わります。ご清聴

ありがとうございました。（拍手） 

○蒲生光男議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 おはようございます。髙橋孝夫

議員のご質問にお答えいたします。 

 髙橋議員の方からは、私へは１点、はなぞ

の・清水保育園の合築の計画についてというこ

とで３点ほどご質問をいただきました。 

 まず最初に、１点目の、どういう保育園をつ

くろうと考えているのかという点でございます

が、これは髙橋議員もご承知のとおり、平成12

年の12月に策定されました長井市行財政改革推

進実施計画に基づきまして、この中で、民間活

力を導入し、多様な保育ニーズに迅速かつ効率

的に対応するため、公設の保育園を民間に移管

する計画がなされました。平成17年にはなぞの

保育園、そして私になりまして平成19年度に清

水保育園を長井市社会福祉協議会に移管してい

るという経過でございます。 

 今回の保育園の整備につきましては、まず１

点目、移管先で現在の設置主体である社会福祉

協議会から、園舎の老朽化に伴い、はなぞの保

育園の修繕対応が特に深刻な状況となっており、

速やかに統合保育園の整備を行いたいというご

相談がございました。また一方で保護者の方か

らでございますが、０歳児から５歳児までの一

貫保育できる保育園の整備が強く望まれておっ

たと。これは、はなぞの保育園については０歳

児から２歳児、そして清水保育園は３歳児から

５歳児というふうになっておりますので、そう

しますと、同じ家庭内で、上の子供を清水保育

園、そして下の子供をはなぞの保育園というこ

とで、同一家庭でありながら２カ所に子供を預

けなきゃいけないという、そういったことから、

何とか統合化を急いでいただきたいという要望

が強くございました。 

 多くの子供たちが日中の長い時間を過ごす保

育園が昭和56年の、現在の耐震基準前に建てら

れた建物であることから、やはり速やかに整備

が必要というふうに考えまして、平成21年度に

策定した長井市保育計画において、平成23年に

統合改築するということに市として決定したと

ころでございます。 

 社会福祉協議会におきましては、中長期的な

保育園運営のあり方として適正規模による効率

的な保育運営に努めていきたいとされておりま

して、移管した経過を踏まえ、速やかに統合保

育園の整備を支援していく必要があるというふ

うに判断したところでございます。 

 保育園の建設用地につきましては、はなぞの

保育園、清水保育園を移管した際の経過あるい

は県内他自治体の保育所移管への対応状況を参

考にしましたところ、市が無償で貸与するとい

うことに決定いたしました。 

 用地の選定に当たりましては、整備に必要な

敷地面積、市の遊休地の有効活用、保育所等の

設置バランス、周辺環境などについて社会福祉

協議会と十分な話し合いを行いまして、現在の

候補地である清水町浄配水場跡地を建設用地と

決定したものでございます。この際には、庁内

に用地の検討委員会、選定委員会を設けまして、

これは副市長を中心として、市に遊休地が、こ

の規模としても５カ所ぐらいは考えられました
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ので、その中からいろいろ検討したということ

でございます。 

 保育園の具体的な建設構想でございますが、

設置主体で整備者である長井市社会福祉協議会

が、０歳児から５歳児までの異年齢の園児が楽

しく交流でき、安心して過ごせる保育園を目指

し、計画されております。ことし３月に開催さ

れた社会福祉協議会の理事会で計画が承認され、

県と協議の結果、今月５月に県の方からも採択

されてるという状況でございます。 

 どういう保育園をつくろうと考えているかの

質問につきましては、整備主体は長井市社会福

祉協議会でありますので、市としては社会福祉

協議会の意向を尊重し、計画が速やかに具現化

できるように土地の選定や財政支援、地区や県

などの関係者との調整を進めてきたところでご

ざいます。 

 次に、土地選定の考え方でございますけれど

も、髙橋議員からは、この土地に固執すべきで

はないというふうに考えますということでござ

いましたが、これは議員からも詳しく用地の面

積ですね、ほかの保育園あるいは市の児童セン

ターの敷地については、ご質問の中でありまし

たので省略させていただきますが、当初、定員

は120名とする計画であったんですが、昨今の、

特にリーマンショック以降、共稼ぎの保護者の

皆様から、やはり０歳児でも保育園として預け

ないと、なかなか会社の理解が得られないとい

うことから保育園の需要がふえるであろうとい

うことから、市として要望したことは、120名

を150名までふやしていただきたいと。ですか

ら、待機児童をとにかく避けたいということで

ございましたが、その後、市内の学校法人の方

から、30名から50名程度の保育園を設置したい

旨の相談がありましたので、そちらの方に市と

してもいろいろ支援させていただくということ

で、今回120名にしたわけでございます。 

 そういった意味で、確かに広ければ広いほど

いいわけでございますが、現在の土地でも私は

十分な面積を確保できるというふうに考えてい

るところでございます。 

 また、土地の選定については、市で無償貸与

するという決断をしたわけでございますが、髙

橋議員もご案内のように、長井市の土地開発公

社が不良債権として持っておった約27億円の債

務の整理が、ようやく昨年の３月に終了したば

かりであります。その中には当然、遊休の市有

地がたくさんあるわけです。 

 このたび、本当は社会福祉協議会としては、

清水町の今回の土地以外に自分たちでここの場

所がいいということで選定した土地がございま

した。しかし、例えば地域のバランス、特に線

路から西側に保育園が今、はなぞのと清水だけ

でありますので、やはり西側に望ましいという

ことと、それから北部振興協議会の方からなど

もいろいろなご要望がございまして、やっぱり

市のそういった特に子供たちの声が聞こえる、

そういった町としての活気、活力といいますか、

そういったもののバランスから北側がいいとい

うふうに私は判断して、最終的には水道事業所

ということになったんですが、結果としてであ

りますが、例えば水道事業所としては、やはり

何とか人員を削ったり、さまざまな経営の努力

をしながら水道料の値上げをしないように頑張

ってるわけでございますが、そういったことか

らも、最初からありきじゃなくて、結果として

は清水町の地区で、これをご理解いただければ、

そこの土地が一番望ましいなと最終的には私も

判断したところでございます。 

 ちょっと長々と恐縮でございますが、昭和30

年代後半から40年、50年代に整備した市のさま

ざまな公共施設、例えばこの庁舎もそうであり

ますが、文化会館あるいは長井病院、そして何

よりも小中学校、中学校の耐震化というのはま

だこれから診断をすると。そういった施設がも

う待ったなしで、ここ10年から15年の間に恐ら
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く整備せざるを得ないだろうと。これは耐震化

の意味からであります。 

 そういったときに、できるだけ、やっぱり市

の土地を有効に活用しなきゃいけない。今年度

からはできませんが、来年度あたりから、ぜひ

市の遊休の土地をできるだけいろんな形で、例

えば民間に活用いただくような住宅地とか、そ

ういったことも考えておりますし、あるいは第

１日目の赤間議員からの質問でもございました

ように、酒田市のように企業用地、工場の用地

として、そういったところも安価に、あるいは

無償で提供するということも検討したいと。 

 そういったことで、長井市の財政厳しい状況

の中で、その土地をやはり生かすべきだという

考え方が私は基本にありますので、今回は清水

町の土地が結果としては最適だったというふう

に判断してるところでございます。 

 最後に、３点目のよりよい保育園をつくるた

めに考え直すことも必要なのではないかという

ことでございます。 

 髙橋議員がおっしゃることもよくわかります

が、長井市としては、より保護者の、あるいは

子供たちにとって一番いい保育園あるいは運営

ということで社会福祉協議会に移管をしたわけ

でありますので、社会福祉協議会のやっぱり意

向を尊重したいということで、よりよい保育園

をつくるために考え直すことも必要ではないか

ということでございますけれども、社会福祉協

議会の計画に基づいて一刻も早く新たな保育園

を建設することが一番いい判断であろうと。ベ

ストとは言えないかもしれませんが、土地につ

いても総合的に判断した場合、清水町の用地が

最適だと。 

 また後で子育て支援課長の方からもあります

が、あの周りにはたくさん職員駐車場の、ある

いは来園者、保護者用の駐車場を確保できる余

地が十分にあると。また道路も広くて、今まで

の清水保育園あるいははなぞの保育園から比べ

れば、保護者も送迎が十分安全が確保できると、

そういうふうに判断しておりますので、ぜひ髙

橋議員からのご理解を賜りたいと思います。以

上でございます。 

○蒲生光男議長 大滝昌利教育長。 

○大滝昌利教育長 おはようございます。髙橋議

員の方からはパークゴルフ場の運営について、

４点ほどご質問がありましたので、順次お答え

をしたいというふうに思います。 

 １点目の、これまでの動きについて、どうい

うふうに進捗してきたかというご質問でござい

ますが、パークゴルフ愛好者の皆さんが長年待

ち望んでおりました、そして県に対して要望し

てこられたパークゴルフ場が、平県議のお力添

えなどもあって平成22年４月、県事業により市

の建設課が所管で野川右岸に完成しました。 

 完成後、平成22年度のパークゴルフ場の維持

管理については、長井市パークゴルフ協会の会

員がボランティアによって精力的に芝刈り、除

草などを実施してこられております。 

 今後の管理運営が県から市に移管されること

に伴い、建設課の方と教育委員会で打ち合わせ

を行って、生涯スポーツの振興、またパークゴ

ルフの普及等を考慮して、体育施設として管理

運営することに決定して、３月議会で議決をい

ただいたところです。 

 また、管理運営について業務の一部委託、指

定管理者制度の導入を検討したところでしたが、

施設運営面でのサービス向上による利用者の利

便性の向上または経費の削減、効率的な活用が

できるということから、指定管理者制度導入を

決定しました。 

 河川敷内の構築物等のあり方につきましては、

洪水を考慮し、基礎のある建物は設置できず、

移動可能な簡易なもの、例えば簡易トイレ、管

理小屋程度であれば設置可能、または樹木であ

れば、低木であれば植樹は可能であると建設課

を通じて聞いております。 
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 ２番目の、行政側で整備する必要があると思

われるがどうかということですが、これまでの

体育施設の設備、備品等については、行政側が

設置、整備してきていますが、パークゴルフ場

については数年間の利用収入で管理運営費プラ

ス設備費や備品の整備費用も十分に見込めると

判断し、指定管理者がパークゴルフ場を管理運

営していく上で必要とする設備、備品も含めて

指定管理者側が整備することにしたところです。 

 ３番目の、指定管理者となる側も整理が必要

でないかというご質問ですが、のがわクラブの

会員については、さきの文教委員会協議会に提

出いたしました事業計画書によりますと、110

名の会員が登録をされております。会員数は

徐々にふえつつあるということをお聞きしてい

ます。 

 組織の概要につきましては、理事長、副理事

長、理事８名、内事務局長兼務１名、監事２名、

事務局１名となっています。 

 また、賛助会員として本クラブに賛同する個

人及び団体の入会もできるとなっています。 

 芝生の育成管理につきましては、会員の中に

白鷹町のパレス松風や南陽グリーンヒルパーク

ゴルフ場の管理指導に携わっている人が１名、

芝刈りやその管理に精通している人が１名、全

国のパークゴルフ場の設計に携わっている人も

いるということですし、山形県パークゴルフ協

会の指導部長で公認コースを選定する人も会員

としておりますので、パークゴルフ場の管理に

関するノウハウは十分な体制であり、しっかり

とした管理をしていただけるものと思っていま

す。 

 また、経営面についても、民間で厳しい経営

を担っている人、また担ってきた人がいるとい

うことでしたので、この辺も大丈夫なのでない

かなというふうに考えているところです。 

 このたびのパークゴルフ場施設設備整備資金

400万円の貸し付けにつきましては、のがわク

ラブの方から要請があったものであって、のが

わクラブに貸し付けをするものです。のがわク

ラブは、このたびの指定管理者の指定を受ける

上で、より公正でより多くの市民の皆さんがパ

ークゴルフ場を利用できるように、長井パーク

ゴルフ協会会員と会員以外の方により組織され

た団体であり、指定管理者候補選定委員会で選

定された団体であることから、地方財務実務提

要に基づき、貸し付けをするものです。 

 万が一、３年間で返済できない場合はどうす

るかということについては、３年間の分割返済

でお貸しするものですから、いかなる方法にな

るか今のところわかりませんが、原則３年間で

返済をしていただけるものと考えています。 

 ４番目の、制度も含めて整理しなければなら

ない課題が多いと感じるがというご質問ですけ

ども、のがわクラブが指定管理者の指定を受け

た場合の事業計画や取り組みをお聞きし、また

近隣のパークゴルフ場の利用者数、利用収入を

調査し、のがわクラブが提示した収支予算書で

管理運営することができるというふうに判断を

しました。 

 のがわクラブが400万円を借り入れ、パーク

ゴルフ場の設備や備品の整備をすることは大き

な投資になりますが、パークゴルフ場をスター

トするに当たって、中途半端な整備では多くの

市民や市外のパークゴルフ愛好者を長井市パー

クゴルフ場に引きつけることはできない、会員

増を図ることはできないということも含め、こ

のような投資になったものと思っています。 

 これは、指定管理者としての経営的な考えの

もとにパークゴルフ人口の増加、それに伴う利

用料収入を見込んでのものであり、長期的に見

た場合は十分に対応できるものであるというふ

うに考えています。 

 議員から紹介のありました湯るっとにつきま

しては、詳しくはわかりませんけども、聞くと

ころによりますと、整備された芝は種子をまい
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た芝で、昨年猛暑に見舞われ、雨量が少なかっ

たためにグリーン等がぼろぼろになり、芝の張

りかえをしなければならない状態となり、カッ

プをグリーンわきに切らざるを得なかったこと

などでコース環境が思わしくなく、利用者の足

が遠のいたようです。施設の環境整備、特にパ

ークゴルフ場は芝生の管理が重要であるという

ように感じております。 

 当市のゴルフ場は張り芝で、フェアウエーは

まだ完全ではありませんが、グリーンはしっか

り根づいておりますし、管理に精通した方、そ

して熱意のある会員の皆さんに管理運営してい

ただきますので、これからすばらしいパークゴ

ルフ場になると思いますし、いろいろアイデア

を出していただき、事業を展開することによっ

て多くの皆さんに来場いただけるとともに、経

済的効果も見込まれるものと思っております。 

 また、指定管理者による管理であっても、市

は公の施設の設置者として市民に対し施設の責

任を負わなければなりませんので、課題や問題

が生じた場合は随時、指定管理者と協議をしな

がら、より多くの市民、パークゴルフ愛好者の

皆さんに利用いただける施設となるように進め

てまいりたいと考えています。 

 のがわクラブは、長井パークゴルフ協会の皆

さんが待ち望んだパークゴルフ場の開設指定管

理者ですので、よろしくご理解をお願いしたい

というふうに思っています。 

 最後に、来年度、平成24年度からの指定管理

者を導入してはどうかというお話ですが、長井

市パークゴルフ協会の方では、県の方の要望を

する前提で、自分たちが管理するというそうい

う前提のもとで要望しているということですが、

県の方から直接、市を通さないで民間団体に移

管するということはできないということで、市

が入って、のがわクラブの方に再委託というよ

うな形になっていますし、期間を置くとパーク

ゴルフ場が草原になりはしないかというそうい

う心配もあって、できたらすぐに初年度から指

定管理者を導入したい、引き受けたいという考

えのようです。以上です。 

○蒲生光男議長 種村正一子育て支援課長。 

○種村正一子育て支援課長 髙橋議員のご質問に

お答えいたします。 

 はなぞの保育園、清水保育園の合築計画の３

番目、これまで指摘されてきた課題はどう解決

されたかについてでございます。 

 質問いただきました内容につきましては、整

備主体である社会福祉協議会が中心となり検討

している課題でございますが、計画の話し合い

の中で確認、調整を行っている内容についてお

答えを申し上げます。 

 １点目の朝夕の園児の送迎に係る交通渋滞の

対応についてでございます。建設予定地の清水

町浄配水場跡地は、幹線道路である市道平山境

町線に面しており、朝夕は通勤の車で交通量が

多くなると見込まれますが、園児の送迎の車は

通勤の車と反対方向の車両が多く、路幅も広い

ことから、交通渋滞を来すようなことは比較的

少ないというふうに考えております。 

 また、社会福祉協議会においては、園児の朝

の送迎について７時半から８時半までの１時間

に集中することを見込んでおり、園内での混雑

を緩和するため、玄関前の園庭を一方通行にす

るなどの工夫を行うとともに、駐車スペースを

できるだけ多く確保し、混雑解消と安全対策に

ついて最大限留意しながら現在、基本設計の検

討を行っているところでございます。 

 ２点目の職員の駐車場の確保についてでござ

いますが、こちらも社会福祉協議会で建設用地

の近くに職員駐車場として十分な広さの土地を

候補地として考えており、今６月定例会後に土

地の確保に向け、準備を進めていく予定でござ

います。 

 ３点目の各種事業開催時の父母等の駐車場の

確保についてでございますが、こちらにつきま
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しても職員駐車場と同様に、建設用地の近くに

別途、保護者用の駐車場の確保に向け検討して

いただいております。 

 また、土曜、日曜等の行事に際しては、教育

委員会の駐車場も調整を図りながら利用できる

というふうに考えております。 

 ４点目のプールはどう確保するかについてで

ございますが、現在の保育園の整備計画では固

定式のプールの設置は予定してございません。

夏場に園庭内に組み立て式のプールを設置し、

子供たちに水遊びを楽しんでいただきたいとい

うふうに考えております。 

 ５点目の、なぜ２階建てなのかと、園児の安

全対策をどのように考えているかについてでご

ざいますが、園舎については２階建てとなりま

すが、園児がふだん生活する場はすべて１階に

配置される予定となっており、災害時の避難対

応なども迅速に対応できると考えています。 

 ２階については会議室、職員の休養室、物置

等で子供たちが利用することはなく、園児の安

全対策に特に問題ない設計と考えております。

以上でございます。 

○蒲生光男議長 13番、髙橋孝夫議員。 

○１３番 髙橋孝夫議員 それぞれ答弁をいただ

きましてありがとうございました。 

 保育園の合築の関係については予算委員会で

またさせていただきたいと思いますから、パー

クゴルフ場の関係でお聞かせをいただきたいと

思います。 

 私は、教育長のこの答弁を聞いて、随分と指

定管理者となる団体の言うことというか主張す

ることを聞いておられるのだなというふうに受

けとめました。そういうことが本当に、じゃあ

大丈夫なのかという質問を私は申し上げてるん

です。置賜で置広でやってるところが一番身近

なパークゴルフ場であって指定管理者なんです

よ。指定管理者は、ここにプロがいるわけです

よ。そこでやって、さっき申し上げたような利

用状況と収入状況しかないのです。３年目では

年間１万人を超える利用者があるというのが、

その収支計画書なわけですよ。だけど、そんな

こと、とても考えられないというのが率直に私、

感じるところなんですよ。 

 私も湯るっとに行ってパークゴルフやってき

ました。それで感じてるんです。同じことにな

らねえなだか。その湯るっとよりも、ずっとこ

っちが、もう何倍も利用者が多くなるなんてい

う計算は、どうしたって考えられないわけです

よ。だけど、それがなければ返済できないわけ

だよね、そういう計画になってるから。これは、

はなから無理があるんじゃないですかというふ

うに言ってるんです。そこはどうですか。本当

に大丈夫なんですか。これは見込み違いだった

というふうにならないんですよ。どうですか。 

○蒲生光男議長 大滝昌利教育長。 

○大滝昌利教育長 さっきもお答えしていますけ

ども、文教常任委員会協議会に出した資料の中

の事業計画書で団体の概要とありますが、会員

数が110名になっています。徐々にふえつつあ

るということですので、私なりの例えばの計算

ですけども、120名の会員、または平成24年度

は150名、平成25年度は200名の収支予算書の計

画にはなっていますけども、年間約７カ月です

から210日のオープン日があります。雨の日な

んかも含めれば150日とか160日ぐらいのオープ

ン日になるんだと思いますけども、１人の方が

40回使えば、例えば150人の会員がいるとすれ

ば延べで6,000人の利用者になりますし、会員

以外の方が１日10回使ったとしても、やっぱり

2,000名近い数になるんじゃないか。私、実際

パークゴルフするわけでありませんので、どの

ぐらいのパークゴルフの人口がおられるのかわ

かりませんけども、千代田の湯るっとと単純に

比べることはできないのかなと。長井市のパー

クゴルフ場は市街地にありますから、女性の方

で車、運転できない方も自転車で気軽に来られ
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るという、そういう地の利というのもある意味

はあるのかもしれませんし、そういう面で、の

がわクラブがいろいろ周辺の状況を見たりしな

がら積算した、そういう人数というふうにとら

えているところです。 

○蒲生光男議長 13番、髙橋孝夫議員。 

○１３番 髙橋孝夫議員 どう見たって、これ客

観的に見てよ、これが妥当だなんていう答えは

出てこないんですよ。この計算上でいくと、23

年度は年間3,750人来ることになるわけで、次

の年は8,400人、25年度は何と１万500人になる

のよ。もうそんなことにならない。これ、そう

いうふうにしたい、そうなればいいという思い

はいいよ。だけど、実際そうはならないわけで

すよ。 

 湯るっとの場合だって、もっと多い人数でと

いうふうに踏んだと思う。だけど、結果はこう

いう状態よ。年を経るごとにっていうけど、ま

だ３年目だけども、減ってるわけです、逆に。

そういうのをちゃんと私は客観的に見詰めんな

ね、そこから学ばんなねと言うんです。 

 自分たちが運営をやりたいというところのそ

の計算持ってきて、ほら大丈夫だなんて判断は、

そういうところを見て初めて判断できるわけで

しょう。違いますか。これをどう考えたって、

この計算ではいかないし、いかないということ

は、いろんなことで、これからトラブってくる

ということなんですよ。 

 私は、せっかくこのパークゴルフ場をつくっ

て安定的に、それも持続的に運営をしていかな

ければならないというときに、これは絶対こう

いうのはあってはならないという問題意識から

言ってるんです。これはもっと精査しなければ

ならないんじゃないですか。 

○蒲生光男議長 大滝昌利教育長。 

○大滝昌利教育長 その利用者数の延べ人数に関

しては私、さっき申し上げたように、何か実現

不可能な数字というふうにはとらえていません。

やっぱり予想値であり、期待値ではありますけ

ども、会員の増員、または会員がいかに利用頻

度を増すか、それにきめ細やかなサービスをし

ながら、せっかく市外から来た、または県外か

ら来たパークゴルフ愛好者に対して、もう１回

来てみたいなというようなパークゴルフ場にし

ていくか。そういう面では、やっぱりのがわク

ラブというのは、パークゴルフを自分たちもや

りながら、芝の状態がどうであればいいのか、

またはどういう接待をすればいいのか、どうい

うサービスが必要なのか、そういうことを恐ら

くわかっていらっしゃる方々の会というふうに

思いますので、そういう面での工夫、努力とい

うのは今後もなさっていっていただけるのかな

というふうに感じています。 

○蒲生光男議長 13番、髙橋孝夫議員。 

○１３番 髙橋孝夫議員 恐らくやれるでしょう

なんていうことでスタートするわけにはいかな

いんです。 

 これは常任委員会でも議論することになりま

すけれど、もう少しわかりやすい、私どもが判

断できる内容の説明をちゃんと常任委員会でも

やってもらいたい、そのことだけ申し上げて質

問を終わります。ありがとうございました。 

 

 

 我妻 昇議員の質問 

 

 

○蒲生光男議長 次に、順位７番、議席番号７番、

我妻 昇議員。 

  （７番我妻 昇議員登壇） 

○７番 我妻 昇議員 よろしくお願いを申し上

げます。 

 今定例会は統一地方選挙が終わって初めての

定例会でありますが、以前にも増して活発な議

論が展開される様相を呈しております。それは

なぜかというふうに考えますと、一言で言えば、 


